
財

務

省

○
農
林
水
産
省
告
示
第
二
号

経
済
産
業
省

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
取
引
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
金
銭
の
支

財

務

省

払
い
そ
の
他
の
条
件
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
七
月
農
林
水
産
省
告
示
第
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

経
済
産
業
省

十
一
年
一
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
日

財
務
大
臣

中
川

昭
一

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
補
償
料
率
）

第
四
条

対
象
債
権
に
係
る
年
間
補
償
料
率
は
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

一

対
象
債
権
が
法
別
表
第
一
第
十
四
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平

成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
係
る



も
の
で
あ
る
場
合
並
び
に
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六
十
六

条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
（
以
下
「
短
期
社
債
」
と
い
う
。
）
の
取
得
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

〇
・

一
パ
ー
セ
ン
ト

二

対
象
債
権
が
令
第
四
条
第
二
号
ヌ
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
た
だ
し
、

主
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合

○
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

三

対
象
債
権
が
法
別
表
第
一
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
（
前
二
号
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

四

対
象
債
権
が
資
本
金
十
億
円
未
満
の
法
人
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
の
Ｂ
Ｂ
区
分
に
該
当

す
る
資
本
金
十
億
円
以
上
の
法
人
に
係
る
も
の
（
前
三
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
主
務
大
臣
が
定
め
る
割
合
）

第
五
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
八
十
と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
債

権
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

一

前
条
第
二
号
た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
場
合

百
分
の
七
十

二

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
（
対
象
債
権
が
資
本
金
十
億
円
未
満
の
法
人
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）

百
分
の
七
十



三

対
象
債
権
が
資
本
金
十
億
円
以
上
の
法
人
に
係
る
も
の
（
短
期
社
債
の
取
得
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
（
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

別
表
第
三
に
掲
げ
る
割
合

四

対
象
債
権
が
短
期
社
債
の
取
得
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

別
表
第
四
に
掲
げ
る
割
合

２

前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
対
象
債
権
の
債
務
者
が
、
地
域
に
お
け
る
経
済
的
貢
献

度
が
著
し
く
高
く
、
か
つ
当
該
債
務
者
に
対
す
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
が
実
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
経
営

上
回
復
し
が
た
い
損
失
を
被
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
指
定
金
融
機
関
は
前
項
に
規
定
す
る
割
合

の
特
例
を
公
庫
に
対
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
主
務
大
臣
に
承
認
の
申
請
を
行
う
も
の
と
す

る
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
承
認
し
た
と
き
は
、
適
用
さ
れ
る
補

て
ん
割
合
を
公
庫
及
び
指
定
金
融
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
は
、
前
条
に

規
定
す
る
年
間
補
償
料
率
以
外
の
補
償
料
率
を
適
用
す
る
こ
と
を
、
公
庫
及
び
指
定
金
融
機
関
に
通
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
と
こ
ろ
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
」
を
、
「
割
合
を
」
の
下
に
「
そ

れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
複
数
の
格
付
が
あ
る
場
合
の
補
て
ん
割
合
）

第
七
条

指
定
金
融
機
関
は
、
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、



格
付
機
関
の
格
付
が
複
数
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
補
て
ん
割
合
が
異
な
る
と
き
は
、
最
も
大
き

い
補
て
ん
割
合
か
ら
数
え
て
二
番
目
に
大
き
い
補
て
ん
割
合
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
も
大
き
い

補
て
ん
割
合
が
複
数
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
最
も
大
き
い
補
て
ん
割
合
を
用
い
る
も
の
と

す
る
。

付
録
第
二
の
次
に
次
の
一
付
録
を
加
え
る
。

付
録
第
三
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

信
用
リ
ス
ク
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
格
付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
別
表
第
一
及
び
第
二
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
会
社
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー

二

株
式
会
社
日
本
格
付
研
究
所

三

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ン
ク

四

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ズ
・
サ
ー
ビ
シ
ズ

五

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ
ッ
ド

付
録
第
三
の
次
に
次
の
四
表
を
加
え
る
。



別
表
第
一 

長
期
格
付
（
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
別
表
第
三
関
係
） 

 
フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ
ィ

ド ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
・

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ズ
・サ
ー
ビ
シ
ズ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ

ー
ビ
ス
・イ
ン
ク 

株
式
会
社
日
本
格
付
研
究
所 

株
式
会
社
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ

ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

ＡＡＡ 

～  

ＡＡ- 

ＡＡＡ 

～  

ＡＡ- 

Ａａａ 

～  

Ａａ３ 

ＡＡＡ 

～  

ＡＡ- 

ＡＡＡ 

～  

ＡＡ- 

ＡＡＡ、 

ＡＡ 

Ａ+ 

～  

Ａ- 

Ａ+ 

～  

Ａ- 

Ａ１ 

～  

Ａ３ 

Ａ+ 

～  

Ａ- 

Ａ+ 

～  

Ａ- 

Ａ 

ＢＢＢ+ 

～  

ＢＢＢ- 

ＢＢＢ+ 

～  

ＢＢＢ- 

Ｂａａ１ 

～  

Ｂａａ３ 

ＢＢＢ+ 

～  

ＢＢＢ- 

ＢＢＢ+ 
～  

ＢＢＢ- 

ＢＢＢ 

ＢＢ+ 

～  

ＢＢ- 

ＢＢ+ 

～  

ＢＢ- 

Ｂａ１ 

～  

Ｂａ３ 

ＢＢ+ 

～  

ＢＢ- 

ＢＢ+ 

～  

ＢＢ- 

ＢＢ 



     

別
表
第
二 

短
期
格
付
（
第
五
条
、
第
七
条
、
別
表
第
四
関
係
） 

                   
フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ
ィ
ド 

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
・

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ズ
・サ
ー
ビ
シ
ズ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ

ー
ビ
ス
・イ
ン
ク 

株
式
会
社
日
本
格
付
研
究
所 

株
式
会
社
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

F1+ A-1+ － J-1+ a-1+ a-1+ 

F1 A-1 P-1 J-1 a-1 a-1 

F2 A-2 P-2 J-2 a-2 a-2 



別
表
第
三 

対
象
債
権
が
資
本
金
十
億
円
以
上
の
法
人
に
係
る
も
の
（
短
期
社
債
の
取
得
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
の
補
て
ん
割
合
（
第
五
条
関
係
） 

 

補
て
ん
割
合 

融
資
額 

三
百
億
円
以
上 

融
資
額 

二
百
億
円
以
上 

三
百
億
円
未
満 

融
資
額 

百
億
円
以
上 

二
百
億
円
未
満 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

百
分
の
三
十
以
下 

ＡＡＡ、 

ＡＡ 

百
分
の
八
十
以
下 

百
分
の
五
十
以
下 

Ａ 

百
分
の
八
十
以
下 

百
分
の
五
十
以
下 

ＢＢＢ、 

ＢＢ 



別
表
第
四 

対
象
債
権
が
短
期
社
債
の
取
得
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
の
補
て
ん
割
合
（
第
五
条
関
係
） 

  

補
て
ん
割
合 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

百
分
の
六
十
以
下 

a-1+ 

百
分
の
七
十
以
下 

a-1 

百
分
の
八
十
以
下 

a-2 
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